
大隊
中隊

中隊

中隊

中隊

大隊

大隊

野砲大隊

山砲大隊

旅
団

旅
団

師団
（総計9192）

師団司令部（37）

中隊

中隊

中隊

旅団司令部（7）

旅団司令部（7）

歩兵連隊（1721）

歩兵連隊（1721）

歩兵連隊（1721）

歩兵連隊（1721）

騎兵大隊（512）

野戦砲兵連隊（725）

工兵大隊（408）

輜重兵大隊（612）

師団の編制と定員 （松下孝昭『軍隊を誘致せよ』掲載図を元に作成）図1 ※カッコ内はそれぞれの部隊構成人数
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図
2 

下
野
国
河
内
郡
宇
都
宮
市
中
略
図
（
部
分
、
明
治
6
年
、
菊
地
愛
山
筆
、

栃
木
県
立
図
書
館
蔵
）。
右
よ
り
中
央
、
三
日
月
堀
の
下
の
三
の
丸
跡
に
あ

る
建
物
が
明
治
5
年
末
に
建
て
ら
れ
た
歩
兵
第
七
番
大
隊
の
兵
屯
所

陸
軍
の
編
成
と

兵
科
の
配
備

　

明
治
新
政
府
に
よ
っ
て
新
た
な
国
づ
く

り
が
進
め
ら
れ
て
い
く
中
、
近
代
陸
軍
の

創
設
は
喫
緊
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
し
た
。明

治
4
（
1
8
7
1
）
年
8
月
（
旧
暦
）、

国
内
警
備
を
目
的
と
し
た
四
個
鎮ち

ん
だ
い台
（
東
北

［
仙
台
］・
東
京
・
大
阪
・
鎮ち

ん
ぜ
い西

［
熊
本
］）
が

設
置
さ
れ
る
と
（
の
ち
に
名
古
屋
と
広
島
が
追

加
）、
宇
都
宮
県
と
栃
木
県
（
い
ず
れ
も
当
時
）

は
東
京
鎮
台
の
管
轄
下
に
置
か
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
各
鎮
台
に
は
四
個
の
歩
兵
聯れ

ん
た
い隊
と
騎

兵
・
砲
兵
・
工
兵
・
輜し

ち
ょ
う
へ
い

重
兵
（
軍
需
品
の
輸
送

や
補
給
に
あ
た
る
兵
）
の
特
科
部
隊
が
そ
れ
ぞ

れ
配
備
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
21
（
1
8
8
8
）

年
5
月
の
師
団
司
令
部
条
例
で
、
鎮
台
制
か
ら

師
団
制
に
改
め
ら
れ
ま
す
。鎮
台
制
で
は
、国
内

の
治
安
対
策
等
を
目
的
と
す
る
、
主
に
城
跡
を

要
塞
と
し
た
固
定
的
な
防
御
だ
っ
た
の
に
対
し
、

師
団
制
で
は
歩
兵
を
中
心
と
し
た
諸
兵
科
連
合

の
部
隊
を
平
時
か
ら
編
制
し
、
国
外
派
兵
に
も

対
応
で
き
る
よ
う
機
動
的
な
戦
略
単
位
と
し
て

整
備
さ
れ
た
点
が
特
徴
で
す
。

　

師
団
は
四
個
の
歩
兵
聯
隊
と
特
科
部
隊
で
構

成
さ
れ
ま
し
た
（
図
1
参
照
）。
一
個
の
歩
兵

聯
隊
は
三
個
の
大
隊
か
ら
な
り
、一
個
の
大
隊
は

四
個
の
中
隊
か
ら
構
成
さ
れ
、
ま
た
歩
兵
聯
隊

二
個
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
一
個
の

旅
団
を
形
成
し
、
ど
ち
ら
か
の
聯

隊
駐
屯
地
に
旅
団
司
令
部
が
置
か

れ
ま
し
た
。な
お
師
団
衛え

い
じ
ゅ戍

（
陸

軍
軍
隊
が
ひ
と
つ
の
地
に
永
久
に

配
備
駐
屯
す
る
こ
と
）
地
に
は
、

二
個
の
歩
兵
聯
隊
と
特
科
部
隊
を

置
く
原
則
が
あ
り
ま
し
た
。つ
ま

り
師
団
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

は
、
師
団
衛
戍
地
の
人
口
が
一
気

に
六
千
人
近
く
増
え
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
宇
都
宮
市
が
師
団
誘

致
を
請
願
し
た
の
は
、
人
口
増
加

に
よ
る
経
済
効
果
が
期
待
さ
れ
た

た
め
で
し
た
。

宇
都
宮
へ
の

軍
隊
駐
屯
の
は
じ
ま
り

　

宇
都
宮
と
近
代
軍
隊
と
の
か
か

わ
り
は
、
明
治
5
（
1
8
7
2
）

年
11
月
（
旧
暦
）、第
一
軍
管
第
二

師
管
第
四
分
営
歩
兵
第
七
番
大

隊
が
宇
都
宮
城
跡
に
駐
屯
し
た

時
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
（
図
2
）。

翌
6
（
1
8
7
3
）
年
1
月
、

太
政
官
か
ら
達
と
し
て
陸
軍
・
大

蔵
両
省
に
発
せ
ら
れ
た
二
つ
の
文

書
（
総
称
し
て
「
全
国
城
郭
存

廃
ノ
処
分
並
兵
営
地
等
撰
定

方
」）
で
、こ
れ
ま
で
陸
軍
省
の
所

管
だ
っ
た
宇
都
宮
城
跡
は
引
き
続

き
軍
用
財
産
と
し
て
陸
軍
省
が

所
管
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
（
存
城
処
分
）。

そ
し
て
明
治
7
（
1
8
7
4
）
年
3
月
、
千

葉
県
印
旛
郡
佐
倉
町
（
現
・
佐
倉
市
）
を
営
所

（
兵
が
居
住
し
て
い
る
と
こ
ろ
）
と
す
る
歩
兵
第

二
聯
隊
が
新
設
さ
れ
る
と
、
宇
都
宮
駐
屯
の
歩

兵
第
七
番
大
隊
は
歩
兵
第
二
聯
隊
第
二
大
隊

（
以
下
、「
第
二
大
隊
」
と
略
）
に
改
編
さ
れ
ま

す
。
6
月
に
は
聯
隊
本
部
が
佐
倉
か
ら
宇
都

宮
城
跡
へ
移
設
さ
れ
ま
す
が
、
翌
年
5
月
に
宇

都
宮
か
ら
再
び
佐
倉
へ
と
戻
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、第
二
大
隊
は
明
治
10
（
1
8
7
7
）

年
の
西
南
戦
争
に
出
動
し
た
後
、
明
治
16

（
1
8
8
3
）
年
12
月
に
改
正
徴
兵
令
が
公
布

さ
れ
る
と
、一
連
の
軍
備
拡
張
で
第
二
大
隊
は
居

場
所
を
失
い
、
翌
17
（
1
8
8
4
）
年
6
月
に

佐
倉
へ
と
移
駐
し
ま
し
た
。以
降
、
明
治
40
年
の

第
十
四
師
団
衛
戍
ま
で
の
間
、
宇
都
宮
に
軍
隊

が
駐
屯
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

軍
隊
が
い
な
く
な
っ
た
宇
都
宮
城
跡
は
そ
の

後
、「
人
民
へ
貸
渡
」（
家
屋
は
な
し
）
さ
れ
て

い
ま
し
た
が（『
貳
大
日
記
』明
治
22
年
8
月
）、

明
治
23
（
1
8
9
0
）
年
2
月
、
陸
軍
省
か

ら
旧
藩
主
の
戸
田
家
へ
払
い
下
げ
ら
れ
ま
し
た

（『
伍
大
日
記
』
明
治
23
年
2
月
）。
そ
の
後
、

戸
田
家
は
半
分
以
上
の
土
地
を
旧
士
族
へ
の
貸

し
渡
し
と
宇
都
宮
町
民
へ
の
払
い
下
げ
を
し
、
濠

の
多
く
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
道
路
や
宅
地
と
な

り
ま
し
た
。
旧
本
丸
に
つ
い
て
は
、
明
治
30

（
1
8
9
7
）
年
頃
「
公
楽
園
」
と
称
し
公
園

の
よ
う
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

師
団
誘
致
の

実
現
に
向
け
て

　

さ
て
、宇
都
宮
へ
の
師
団
誘
致
の
動
き
は
、日
清

（
明
治
27
・
28［
1
8
9
4・9
5
］年
）・日
露（
明

治
37
・
38
［
1
9
0
4・0
5
］
年
）
両
戦
争
と

密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

陸
海
軍
に
よ
る
大
規
模
な
軍
備
拡
張
が
あ
り
ま

し
た
。

　

ま
ず
日
清
戦
争
後
、
陸
軍
は
六
個
師
団
の
新

設
を
決
め
、秘
密
裡
に
候
補
地
の
調
査
・
選
定
を

行
って
い
ま
し
た
。明
治
29
（
1
8
9
6
）
年
5

月
、
栃
木
県
は
宇
都
宮
市
長
か
ら
師
団
誘
致
の

要
望
を
受
け
て
、県
知
事
名
で
陸
軍
大
臣
へ
上
申

書
が
提
出
さ
れ
ま
す
が
（『
壱
大
日
記
』
明
治

29
年
6
月
）、こ
の
時
す
で
に
参
謀
本
部
内
で
師

団
配
置
計
画
（「
陸
軍
常
備
団
隊
配
備
表
」
原

案
）
が
作
成
（
明
治
28
年
12
月
頃
）
さ
れ
、
宇

都
宮
の
あ
る
関
東
地
方
は
候
補
地
に
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
日
露
戦
争
直
後
の
明
治
38
年
秋
頃
か

ら
、
各
地
で
再
び
師
団
誘
致
の
動
き
が
出
て
き
ま

し
た
。11
月
、宇
都
宮
市
長
名
で
師
団
設
置
を
求

め
る
上
申
書
が
陸
軍
大
臣
宛
に
提
出
さ
れ
る
と

（『
壱
大
日
記
』
明
治
38
年
11
月
）、翌
12
月
に
は

栃
木
県
会
で
「
師
団
設
置
ニ
関
ス
ル
意
見
書
」

が
知
事
宛
に
提
出
、
翌
39
（
1
9
0
6
）
年
11

月
に
も
再
び
「
師
団
設
置
ニ
関
ス
ル
意
見
書
」

が
知
事
宛
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
12
月
に

招
集
さ
れ
た
第
23
回
帝
国
議
会
で
、
日
露
戦
争

中
に
臨
時
編
制
さ
れ
た
四
個
師
団
（
第
十
三
〜

十
六
師
団
）
を
常
設
化
し
た
上
で
、さ
ら
に
二
個

師
団
を
新
設
し
、
合
計
六
個
師
団
を
増
設
す
る

方
針
が
固
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

明
治
40（
1
9
0
7
）年
9
月
に
宇
都
宮
へ
陸
軍
第
十
四
師
団

（
以
下
、「
第
十
四
師
団
」と
表
記
）が
や
っ
て
き
て
以
降
、
北
関
東
を
代

表
す
る
軍
都
と
し
て
宇
都
宮
は
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
で
は
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
宇
都
宮
に
第
十
四
師
団
が
や
っ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
か
？

【
特
集
】

栃
木
県
歴
史
文
化
研
究
会  

下
田  
太
郎

軍都宇都宮の誕生特集
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図 3
歩兵第五十九聯隊
の営門。奥に
兵舎が見える
（個人蔵）

図 4
歩兵第六十六聯隊
の分列式

（明治 40年、筆者蔵）

待
つ
の
で
は
な
く
、
プ
ッ
シ
ュ
型
で
情
報
発
信
す
る
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
じ
て
ニ
ー
ズ
を
掘
り
起

こ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
現
在
策
定
中
の
第
５
期

中
期
事
業
計
画
で
も
、
重
点
施
策
と
し
て
位
置
付

け
て
い
ま
す
。

佐
藤　

若
者
の
Ｕ
タ
ー
ン
就
職
支
援
も
、
行
政
の

重
要
な
役
割
で
す
。
宇
都
宮
市
で
は
、
18
歳
か
ら

39
歳
ま
で
の
人
口
に
お
け
る
女
性
の
比
率
が
少
な

い
の
で
す
。
東
京
に
進
学
し
た
方
々
が
、
卒
業
後

に
そ
の
ま
ま
県
外
で
就
職
し
て
し
ま
う
傾
向
が
強

く
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
企
業
が
女
性
を
雇
用
し

た
場
合
に
補
助
を
し
た
り
、
市
内
の
企
業
に
就
職

す
る
人
に
向
け
た
家
賃
補
助
、
家
を
購
入
す
る
場

合
は
取
得
補
助
な
ど
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
、
女
性
の
就
業
率
を
上
げ
て
い
き
た
い
。
す
ぐ

に
効
果
が
出
る
施
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長
く

続
け
て
い
く
こ
と
で
プ
ラ
ス
を
生
み
出
し
た
い
と
考

え
、
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

藤
井　

私
た
ち
企
業
側
も
「
宇
都
宮
市
に
は
こ
ん

な
に
良
い
企
業
が
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
い
う
企
業

Ｐ
Ｒ
に
、
も
っ
と
力
を
入
れ
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

佐
藤　

学
生
は
、
そ
も
そ
も
地
元
に
ど
ん
な
良
い

企
業
が
あ
る
か
を
、
知
ら
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら

情
報
を
与
え
て
あ
げ
る
と
、
彼
ら
に
も
「
地
元
企

業
へ
の
就
職
」
と
い
う
選
択
肢
が
増
え
る
と
思
い

ま
す
。

「
宇
都
宮
に
宿
泊
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
観
戦

を
し
て
欲
し
い
で
す
ね
」（
佐
藤
市
長
）

佐
藤　

商
工
会
議
所
で
実
施
し
た
「
商
店
街
来
街

者
実
態
調
査
」（
以
降
「
来
街
者
調
査
」）
の
結

果
報
告
が
会
報
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

少
し
明
る
い
兆
し
が
見
え
て
き
て
い
る
よ
う
で
、
心

強
い
で
す
ね
。

第
十
四
師
団
、宇
都
宮
へ

　

明
治
40（
1
9
0
7
）
年
9
月
、「
陸
軍
常
備

団
隊
配
備
表
」（
改
正
）
が
発
表
さ
れ
る
と
、
第

十
四
師
団
の
衛
戍
地
に
宇
都
宮
（
河
内
郡
国
本

村
・
城
山
村
・
姿
川
村
）
が
正
式
に
決
定
し
、
宇

都
宮
市
は
念
願
の
師
団
誘
致
に
成
功
し
ま
し
た
。

約
40
万
坪
（
約
1
3
2
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
余
の
広
大

な
軍
用
地
は
、
県
民
か
ら
の
寄
付
で
確
保
し
た
そ

う
で
す
。
ま
た
、
県
知
事
名
で
県
内
各
郡
市
に
敷

地
買
い
上
げ
に
あ
た
っ
て
の
割
当
額
が
決
め
ら
れ
、

5
万
円
と
い
う
高
額
に
設
定
さ
れ
た
宇
都
宮
市
で

は
、
師
団
敷
地
買
収
費
の
寄
付
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、

設
定
金
額
以
上
と
な
る
5
万
5
3
2
7
円
30
銭

（
G
D
P
換
算
で
約
1
億
5
4
0
0
万
円
相
当
）

が
集
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　

第
十
四
師
団
は
日
露
戦
争
中
の
明
治
38
年
4

月
に
師
団
動
員
令
が
下
さ
れ
、
福
岡
県
小
倉
市

（
現
・
北
九
州
市
）
で
編
制
さ
れ
ま
し
た
。
7
月

に
満
州（
現・中
国
東
北
部
）に
出
動
し
、奉
天（
現・

瀋し
ん
よ
う陽
）
以
北
の
警
備
任
務
に
あ
た
り
、
そ
の
後
は

兵
庫
県
姫
路
市
の
第
十
師
団
と
交
代
・
帰
還
、
第

十
四
師
団
は
姫
路
に
臨
時
駐
屯
し
ま
し
た
。

　

衛
戍
地
に
宇
都
宮
が
決
ま
る
と
、
第
十
四
師

団
の
管
轄
下
に
、第
二（
水
戸
）・第
十
五（
高
崎
）・

第
五
十
九
（
習
志
野
→
河
内
郡
国
本
村
［
現
・

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
栃
木
周
辺
］、
図
3
）・
第

六
十
六
（
新
設
、
河
内
郡
国
本
村
［
現
・
県
立

宇
都
宮
中
央
女
子
高
等
学
校
な
ど
］、図
4
）
の

各
歩
兵
聯
隊
と
、
騎
兵
第
十
八
聯
隊
（
姫
路
→

河
内
郡
城
山
村
［
現
・
作
新
学
院
］、
図
5
）・

野
戦
砲
兵
第
二
十
聯
隊
（
姫
路
→
河
内
郡
姿
川

村
［
現
・
文
星
芸
術
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校

ほ
か
］）・
工
兵
第
十
四
大
隊
（
水
戸
）・
輜
重
兵

第
十
四
大
隊
（
渋
谷
→
河
内
郡
城
山
村

［
現
・
作
新
学
院
］）
が
そ
れ
ぞ
れ
編
制
さ

れ
ま
し
た
。

　

明
治
41
（
1
9
0
8
）
年
3
月
末
に
、

各
部
隊
に
先
立
っ
て
歩
兵
第
六
十
六
聯
隊

が
宇
都
宮
へ
到
着
・
入
営
、
4
月
に
は
宇

都
宮
陸
軍
衛
戍
病
院
（
図
6
、
現
・
独
立

行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
栃
木
医
療
セ
ン

タ
ー
）
が
創
設
さ
れ
、
10
月
に
は
陸
軍
衛

戍
病
院
南
側
に
師
団
司
令
部
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
（
図
7・8
）。ま
た
こ
の
年
、師
団

司
令
部
か
ら
野
戦
砲
兵
第
二
十
聯
隊
の
兵
営
を

結
ぶ
軍
用
道
路
（
の
ち
の
桜
通
り
）
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
。そ
し
て
11
月
に
は
師
団
司
令
部
の
開

庁
式
が
行
わ
れ
、
併
せ
て
栃
木
県
知
事
を
会
長
、

県
内
務
部
長
と
県
会
議
長
を
「
副
長
」
と
し
た

軍
隊
歓
迎
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
宇
都

宮
二
荒
山
神
社
前
に
緑り

ょ
く
も
ん門

（
祝
賀
の
際
な
ど
に

建
て
る
、
常
緑
樹
の
葉
で
包
ん
だ
弓
形
の
門
）
を

設
置
し
、「
剣
舞
、
手
品
師
、
大
神
楽
、
関
白
獅

子
舞
」
な
ど
で
入
営
す
る
兵
士
た
ち
を
歓
迎
。

当
時
の
新
聞
記
事
を
見
ま
す
と
、
当
日
は
兵
士

た
ち
に「
日
用
品
は
特
別
の
割
引
に
て
販
売
し
」、

飲
食
店
で
は
食
事
を
「
格
安
」
で
提
供
し
た
そ

う
で
す（『
下
野
新
聞
』
明
治
41
年
11
月
13
日
）。

　

ち
な
み
に
、
徴
兵
・
召
集
に
つ
い
て
は
陸
軍
管

区
表
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
第
十
四
師
団
歩

兵
聯
隊
の
場
合
、
第
二
は
水
戸
連
隊
区
（
茨
城

県
全
域
）、
第
十
五
は
高
崎
連
隊
区
（
群
馬
県

全
域
）、第
五
十
九
は
宇
都
宮
連
隊
区
（
栃
木
県

全
域
）、第
六
十
六
は
熊
谷
連
隊
区
（
埼
玉
県
中・

西
部
［
大
里
・
比
企
・
入
間
・
児
玉
・
秩
父
郡
］）

が
兵
事
（
事
務
）
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

図 8  国立病院機構栃木医療センター南西敷地に遺る
        第十四師団司令部の赤レンガ営門
　　 （増田俊雄氏撮影）

図 7
第十四師団司令部

（個人蔵）

図 5
兵庫県姫路から
移ってきた騎兵
第十八聯隊
（個人蔵）

図 6
 宇都宮衛戍病院
（個人蔵）
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図 10　
酒保（兵営内にある
日用品や飲食物を扱
う売店）でくつろぐ
野戦砲兵第二十聯
隊の兵士たち

（筆者蔵）

2 師
団
衛
戍
の

背
景
と
経
済
効
果

　

と
こ
ろ
で
、
陸
軍
は
「
兵
営
地
撰
定
に
関

す
る
方
針
」
の
中
で
、
師
団
や
聯
隊
設
置
に

あ
た
っ
て
は
「
…
可な

る
べ
く成
運
輸
交
通
の
利
あ
り

給
養
に
便
な
る
こ
と
」
と
明
記
し
て
い
ま
し

た
。
多
く
の
兵
士
が
生
活
す
る
兵
営
に
と
っ

て
、
必
要
な
食
糧
や
物
品
の
調
達
（
給
養
）

が
兵
営
地
の
近
く
で
で
き
る
か
ど
う
か
は
重

要
で
し
た
。
宇
都
宮
の
場
合
、
古
く
か
ら
門
前
・

宿
場
町
と
し
て
賑
わ
っ
て
お
り
、
交
通
の
要
衝
地

と
し
て
、
給
養
地
と
し
て
の
好
条
件
が
揃
っ
て
い

ま
し
た
。

　

ま
た
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
（
兵へ

い
た
ん站

）
の
観
点
か

ら
見
る
と
、
鉄
道
が
師
団
衛
戍
の
重
要
な
要
因

と
し
て
見
え
て
き
ま
す
。宇
都
宮
の
場
合
、
明
治

18（
1
8
8
5
）年
に
日
本
鉄
道
第
二
区
線（
現・

J
R
宇
都
宮
線
）
が
宇
都
宮
ま
で
開
通
し
、日

清
戦
争
開
戦
時
ま
で
に
は
歩
兵
第
五
聯
隊
（
第

二
師
団
）
が
駐
屯
す
る
青
森
ま
で
延
伸
し
て
い

ま
し
た
（
図
9
参
照
）。
軍
備
拡
大
に
よ
る
師

団
増
設
を
目
論
ん
だ
軍
部
と
す
れ
ば
、鉄
道
は
ロ

ジ
ス
テ
ィッ
ク
ス
の
迅
速
化
を
促
す
と
と
も
に
、陸

海
軍
の
軍
事
拠
点
（
師
団
衛
戍
地
や
軍
港
な
ど
）

を
鉄
道
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
せ
る
こ
と

で
、
軍
隊
を
効
率
的
に
配
備
し
、
有
事
の
時
に
は

一
度
に
多
く
の
兵
士
た
ち
を
輸
送
す
る
狙
い
が

あ
っ
た
訳
で
す
。
そ
し
て
第
十
四
師
団
衛
戍
後
、

栃
木
県
を
舞
台
に
大
規
模
な
軍
事
演
習
（
陸
軍

特
別
大
演
習
）
が
4
度
（
明
治
40
・
42

［
1
9
0
9
］、
大
正
7
［
1
9
1
8
］、
昭

和
9
［
1
9
3
4
］
年
）
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

首
都
東
京
と
東
北
を
つ
な
ぐ
結
節
点
と
し
て
、

宇
都
宮
が
地
政
学
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

　

で
は
、
第
十
四
師
団
が
宇
都
宮
市
に
も
た

現
在
の
宇
都
宮
地
方
合
同
庁
舎
の
位
置
に

建
て
ら
れ
て
い
た
師
団
長
官
舎
（
個
人
蔵
）

ら
し
た
経
済
効
果
は
ど
の
程
度
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？ 

明
治
44
（
1
9
1
1
）
年
、
宇
都
宮
商
工

会
議
所
が
調
査
し
た
デ
ー
タ
に
よ
り
ま
す
と
、

師
団
全
体
で
の
年
間
経
費
2
4
2
万
6
6
8
2

円
（
約
69
億
8
8
0
0
万
円
相
当
）
の
う
ち
、

宇
都
宮
駐
屯
経
費
が
1
5
6
万
3
0
0
2

円
（
約
45
億
円
相
当
）
で
、
そ
の
う
ち
直
接
宇

都
宮
市
内
へ
落
ち
る
金
額
が

74
万
8
5
0
3
円
（
約
21
億

5
5
0
0
万
円
相
当
）
で
、
宇
都

宮
駐
屯
経
費
の
約
48
％
を
占
め
て

い
ま
し
た
（
図
10
参
照
）。こ
の
ほ

か
、第
十
四
師
団
に
所
属
し
て
い
る

兵
士
た
ち
が
市
内
の
飲
食
店
や
遊

廓
等
へ
落
と
す
金
銭
、
入
退
営
兵

の
見
送
り
、
面
会
人
な
ど
と
いっ
た

間
接
的
な
も
の
を
含
め
ま
す
と
、

こ
の
金
額
以
上
の
経
済
効
果
が
宇

都
宮
市
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

師
団
廃
止
の
危
機

　

と
こ
ろ
が
、大
正
11（
1
9
2
2
）

年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
軍
縮
で
、
大
正
13

（
1
9
2
4
）
年
8
月
、第
十
六
師
団

（
京
都
）を
除
く
第
十
三
か
ら
十
八

ま
で
の
五
個
師
団
が
廃
止
の
対
象
で

あ
る
と
新
聞
で
報
じ
ら
れ
ま
し
た

（『
下
野
新
聞
』
大
正
13
年
8
月

5
日
夕
刊
）。こ
れ
を
受
け
て
、
宇

都
宮
市
長
は
市
会
や
市
経
済
界
の

関
係
者
を
招
集
・
協
議
の
上
、
同

年
8
月
と
9
月
に
首
相
や
陸
軍
大
臣
、
参
謀
総

長
を
訪
問
し
陳
情
書
を
提
出
し
ま
す
。当
初
、
第

十
四
師
団
の
廃
止
は
既
定
路
線
で
し
た
が
、「
師

団
分
布
上
不
公
平
」
を
な
く
し
、
ま
た
「
一
県

下
に
は
両
師
団
の
必
要
」
が
な
い
等
の
理
由
で
、

二
個
師
団
が
衛
戍
し
て
い
た
愛
知
県
、そ
の
中
の
一 

個
師
団
で
あ
る
豊
橋
市
の
第
十
五
師
団
が
廃
止

さ
れ
、
第
十
四
師
団
は
廃
止
を
免
れ
ま
し
た
。し

か
し
、一
連
の
軍
縮
に
よ
り
歩
兵
第
六
十
六
聯
隊

は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
軍
縮
か
ら
わ
か
る
の
は
、ひ
と
つ
に
は
師

団
衛
戍
が
当
地
の
経
済
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
潤

す
が
、経
済
面
に
お
け
る
師
団
へ
の
依
存
度
も
強

く
な
る
と
い
う
点
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
師
団
衛
戍

に
よ
る
経
済
効
果
が
軍
へ
の
支
持
に
つ
な
が
っ
て

く
る
と
い
う
軍
部
側
の
思
惑
で
す
。

　

当
時
、
新
聞
で
は
軍
縮
要
求
と
軍
部
批
判
が

盛
ん
に
行
わ
れ
、
人
び
と
の
間
で
は
反
軍
国
主
義

の
風
潮
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。そ
う
し
た
中
、四

個
師
団（
第
十
三［
高
田
］、第
十
五
、第
十
七［
岡

山
］、
第
十
八
［
久
留
米
］）
の
廃
止
と
約

3
万
4
0
0
0
名
の
将
兵
、
軍
馬
六
千
頭
の
削

減
に
踏
み
切
っ
た
陸
軍
大
臣
宇
垣
一
成
は
日
記

の
中
で
、「
…
部
隊
の
廃
止
が
如
何
に
地
方
（
軍

隊
用
語
で
一
般
社
会
を
指
す
）
的
の
利
害
に
痛

き
感
響
を
及
ぼ
す
か
を
国
民
に
自
覚
せ
し
［
め
］

た
の
で
あ
る
。恐
ら
く
今
後
は
師
団
減
少
な
ど
の

声
は
…
国
民
の
声
と
し
て
は
起
る
ま
い
」（
大
正

14
年
5
月
1
日
）
と
綴
っ
て
い
ま
す
。こ
の
宇
垣

の
思
い
は
、
地
方
都
市
に
と
っ
て
師
団
や
聯
隊
の

衛
戍
が
ど
こ
ま
で
も
大
き
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

図４　
歩兵第六十六聯隊
の分列式（明治
40年、筆者蔵）

《
主
要
参
考
文
献
》

宇
都
宮
商
工
会
議
所
史
編
纂
委
員
会
編
（
1
9
4
4
）

『
宇
都
宮
商
工
会
議
所
五
十
年
史
』

宇
都
宮
商
工
会
議
所
史
編
纂
会

栃
木
県
立
博
物
館
編
（
2
0
0
6
）

『
名
城 

宇
都
宮
城
』（
企
画
展
図
録
）
栃
木
県
立
博
物
館
　

野
中
勝
利
（
2
0
1
4
）

「
1
8
9
0
年
の
『
存
城
』
の
払
い
下
げ
と
そ
の
後
の
土
地
利
用

に
お
け
る
公
園
化
の
位
置
づ
け
」

（『
都
市
計
画
論
文
集
』49
-3
）［
公
社
］
日
本
都
市
計
画
学
会

松
下
孝
昭
（
2
0
1
3
）『
軍
隊
を
誘
致
せ
よ
』
吉
川
弘
文
館

『
壱
大
日
記
』『
貳
大
日
記
』『
伍
大
日
記
』

（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
蔵
）

『
下
野
新
聞
』

宇都宮市街と第十四師団全図（部分、明治 42年、個人蔵）
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